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令和６年度　教育行政執行方針

図書館郷土資料館・日高山脈博物館

 図書館では、町民が読書に親し

みを持てるよう継続的に資料を更

新し、魅力ある蔵書の構築に努め

るとともに、町民の憩いの場とし

て気軽に立ち寄ることができる取

り組みを進めて参ります。

　子どもの読書については、司書

による学校図書館訪問により学校

における読書活動を支援し、乳幼

児へのサービスとして町内で生ま

れた赤ちゃんへの絵本無料配布を

引き続き実施いたします。

　郷土資料館、日高山脈博物館で

は、地域の特性と施設の目的に即

した資料の収集に努めるととも

に、資料の持つ情報をより分かり

やすく伝えるための展示・解説方

法など工夫を凝らしてまいりま

す。

　また、文化財では国・道指定の

文化財の保全に努め、郷土芸能で

は活動に向けての支援を継続して

まいります。

社会教育施設及びスポーツ施設

　町民にとって身近な学習活動や

文化・スポーツ活動の支援を行う

拠点であります各施設につきまし

ては、誰もが利用しやすく、親し

みやすい施設として管理運営を行

うとともに、老朽化が進んでいる

施設の状況把握と修繕等の対応を

行い、安心安全な環境の整備に努

めてまいります。

むすび

　以上、令和６年度の教育行政の

執行に関する主要な方針について

申し上げました。

　町民の皆様並びに町議会議員の

皆様のご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

スポーツ振興

　スポーツ振興につきましては、

生涯スポーツの充実を図るため、

個々の目的やニーズ、体力に応じ

てスポーツに親しみ、体力づくり

や健康づくりが図られる取り組み

を進めてまいります。

　また、スポーツ推進委員やス

ポーツ指導員、町スポーツ協会及

び加盟団体と連携を図るととも

に、官民協働での地域スポーツを

推進してまいります。

　また、子どもたちの健やかな心

身の発達を目指し、運動発達が著

しい幼児期からの運動プログラム

に取り組み、運動の習慣化や体力

向上を図るとともに、スポーツ少

年団との協働事業及び活動支援な

どを推進してまいります。

日高町教育大綱の策定について

日高町教育大綱
（令和6年1月策定）

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、令和６年１月２５日に開催した総合教育会議

にて協議・調整し、令和６年度から令和９年度までの新たな教育大綱を策定しました。

１　大綱の位置づけ

　日高町教育大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法津に基づき、平成２７年１２月に策定し

ております。

　現在の教育を取り巻く環境をふまえ、新たな教育の方向性を導き出すため教育大綱を定める必要があ

ります。

　日高町では、平成３０年度を初年度とする第２次日高町総合振興計画を策定しました。教育の振興に

関する総合的な施策も含んでおり、教育大綱の内容と何ら変わるものではありません。

　そのため、総合教育会議にて協議・調整した結果、同計画の教育に関する基本計画をもって、日高町

教育大綱とすることといたしました。

２　大綱の期間

　令和６年度から令和９年度の４年間を対象としますが、必要に応じ、内容を見直すこともあります。

３　大綱の基本目標

　　「豊かな心を育む教育、文化のまちづくり」

　次代を担う子どもたちをはじめ、町民一人ひとりが生涯にわたって生きがいを感じ、創造性を発揮で

きる環境づくりを行うとともに、地域が有する自然や歴史、伝統的な文化などを大切にした生涯教育の

充実を図ります。
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４　大綱の基本方針及び方向性
ひ　ひとりひとりの学びを保障し、生きる力を育む…学校教育の視点

方向性１　確かな学力を育成する教育の推進

　観点１　新しい時代に必要な資質・能力を身につけさせる学校教育の充実

　観点２　幼児教育と子どもの育ちをつなげる校種間連携の充実

　観点３　「生きる力」を身につけるための知識と能力の育成

　観点４　教育ＤＸの推進

方向性２　豊かな心と健やかな体を育成する教育の充実

　観点１　互いの個性や多様性を尊重し共生する豊かな心の育成

　観点２　道徳教育など感性を育む教育の充実

　観点３　体力・運動能力の向上と健康教育の充実

　観点４　学校図書館の充実及び読書活動の推進

方向性３　特別なニーズに対応した教育の推進

　観点１　特別支援学級等、教育環境の整備

　観点２　多様な教育的ニーズに応じた指導や支援

方向性４　グローバル社会で活躍できる能力の育成

　観点１　外国語教育の充実

　観点２　グローバル化に対応した教育環境づくりの推進

　観点３　ＳＤＧｓ・ＥＳＤの推進

だ　「だれでも、いつでも、どこでも」学び続ける生涯教育の振興…社会教育の視点

方向性５　いつでもどこでも仲間と学ぶことのできる生涯学習の充実

　観点１　生涯にわたる学習活動の推進

　観点２　図書館郷土資料館等の機能の充実

方向性６　学びの成果を活かす環境づくり

　観点１　日高町スポーツ協会及び日高町文化協会との連携による各種事業の展開

　観点２　関係団体及び活動を支える人材育成の支援

方向性７　文化・芸術・スポーツの振興と充実

　観点１　各分野における学習・鑑賞機会の提供

　観点２　社会の要請と町民のニーズに対応できる事業の展開

か　かかわりを大切にし、機会均等に学べる教育環境の整備…環境整備の視点

方向性８　安心・安全な施設・設備の整備と学校の適正配置

　観点１　校舎の改築など安心・安全な学校施設の整備

　観点２　適正規模・適正配置の検討と小中一貫教育の推進

　観点３　社会教育施設の整備

方向性９　協働による教育環境・地域づくり

　観点１　学校・家庭・地域・行政の連携によるコミュニティ・スクールの充実

　観点２　教職員の資質・能力の向上

　観点３　教職員の働き方改革の推進

方向性１０　子どもの健全育成の推進

　観点１　早寝早起き朝ごはん運動の推進

　観点２　家庭学習支援の推進

　観点３　地域全体による安心・安全な学びを支援する取組の推進

方向性１１　教育費の助成・支援

　観点１　義務教育における、就学援助費による支援

　観点２　高等学校における、生徒・保護者への財政支援

　観点３　給食費助成の継続

問　役場総務課　　　　人事給与グループ　　　　　　☎　０１４５６－２－５１３１

　　教育委員会管理課　総務・学校教育グループ　　　☎　０１４５７－６－３７２１


